
本入所利用料金について（1割・2割・3割負担）

特別養護老人ホーム　フレンズホーム

令和6年 6月～

　施設利用料　利用者負担額表（1ヶ月あたり・30.5日）

●従　来　型　個　室
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第1段階 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
第2段階 ¥50,726 ¥53,379 ¥56,147 ¥58,800 ¥61,413

第3段階（1） ¥70,856 ¥73,509 ¥76,277 ¥78,930 ¥81,543
第3段階（2） ¥92,511 ¥95,164 ¥97,932 ¥100,585 ¥103,198
第4段階 ¥152,932 ¥155,585 ¥158,353 ¥161,006 ¥163,619

第4段階・2割 ¥178,952 ¥184,259 ¥189,794 ¥195,100 ¥200,327
第4段階・3割 ¥204,973 ¥212,932 ¥221,235 ¥229,194 ¥237,035

●多　床　室
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第1段階 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
第2段階 ¥49,201 ¥51,854 ¥54,622 ¥57,275 ¥59,888

第3段階（1） ¥57,131 ¥59,784 ¥62,552 ¥65,205 ¥67,818
第3段階（2） ¥78,786 ¥81,439 ¥84,207 ¥86,860 ¥89,473
第4段階 ¥128,989 ¥131,642 ¥134,410 ¥137,063 ¥139,676

第4段階・2割 ¥155,009 ¥160,316 ¥165,851 ¥171,157 ¥176,384
第4段階・3割 ¥181,030 ¥188,989 ¥197,292 ¥205,251 ¥213,092

●介護保険負担限度額認定証(※)の有無と、その内容によって、第1段階～第4段階

まで料金区分があります。

　 下記表は１ヶ月当たりの金額です。また、下記金額は、

    ①滞在費、②食費、③介護保険利用料1割負担分の合計金額になります。

*料金の計算上、端数が生じるため、利用日数によって１日あたりの利用料は変動します。

※上記表の費用負担段階は、世田谷区の住民税課税状況や年金収入額、資産等によって、世田谷区

介護保険課で査定し「介護保険負担限度額認定証」を発行しています。

　　該当すると思われる方は、以下の電話番号に　「特別養護老人ホームを利用するが、居住費等

の負担段階を知りたい」と伝えて下さい。

世田谷区介護保険課　　電話 ０３－５４３２－２６４６

●参考
・第１段階　　住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者

・第２段階　　住民税世帯非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が
              年間80万円以下の方。預貯金などの資産　単身650万円、夫婦1650万円以下

・第３段階（1）住民税世帯非課税で年金などの収入が80万円～120万円
　　　　　　　　預貯金などの資産が単身550万円、夫婦1550万円以下

・第３段階（2）住民税世帯非課税で年金などの収入が120万円超
　　　　　　　　預貯金などの資産が単身で500万円、夫婦で1500万円以下

・第４段階　　住民税課税世帯


